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佐
賀
県
立
学
校
の
分
校
の
設
置
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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成
二
十
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年
十
二
月
二
十
八
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佐
賀
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

佐
賀
県
立
学
校
の
分
校
の
設
置
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
佐
賀
県
立
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十

一
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
佐
賀
県
立
学
校
の
分
校
（
以
下
「
分
校
」
と
い
う
。
）

の
設
置
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
二
条 

分
校
の
名
称
、
位
置
等
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
佐
賀
県
立
特
別
支
援
学
校
の
就
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

佐
賀
県
立
特
別
支
援
学
校
の
就
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
佐
賀
県
教
育

委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
の
表
二
及
び
別
表
中
「
分
校
」
を
「
鳥
栖
田
代
分
校
」
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

佐
賀
県
立
中
原
養
護
学
校
鳥
栖
田
代
分
校 

分
校
の
名
称 

鳥
栖
市 

分
校
の
位
置 

佐
賀
県
立
中
原
養
護
学
校

本
校
の
名
称 


